
第７４号議案 

芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例の一部を改

正する条例の制定について 

芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例の一部を改正

する条例を別紙のように定める。 

令和５年１２月１日提出 

                      芦屋市長 髙 島  崚 輔 

提案理由 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正に伴い、事業者の役割

に関する規定を整理するため、この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例の一部を改正する条例  

芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例（令和２年芦屋市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（事業者の役割） （事業者の役割） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人等から現

に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合、合理的配慮を提供しなければならない。 

３ （略）                        

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人等から現

に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった

場合、合理的配慮の提供に努めるものとする。 

３ （略） 

（障害者（児）福祉計画との関係）  （障害者（児）福祉計画との関係） 

第１２条 市は、障がいを理由とする差別の解消に関する取組につ

いて、芦屋市障害者（児）福祉計画（障害者基本法第１１条第３

項の規定に基づき策定された計画をいう。この条において同じ。）

に定めるものとする。 

第１２条 市は、障がいを理由とする差別の解消に関する取組につ

いて、芦屋市障害者（児）福祉計画（障害者基本法（昭和４５年

法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づき策定された計画を

いう。この条において同じ。）に定めるものとする。 
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改正後 改正前 

２ （略） ２ （略） 

附 則   

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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参 照 １ 

芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例の一部改正

要綱 

１ 改正の趣旨  

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正に伴い、事業者の役

割に関する規定を整理するため、この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

(1) 事業者が行う「合理的配慮の提供」について、努力義務から義務化されること 

に伴う規定の整理（第６条関係） 

(2) その他規定の整理 

３  施行期日 

令和６年４月１日 
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 参 照 ２ 

   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律抜粋 

（   部分は、令和６年４月１日施行） 

 （事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第８条 （第１項省略） 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年

齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配

慮をしなければならない。 
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